
 

 

次のとおり一般競争入札に付する。 

令和６年１月30日  

                              愛媛県知事 中村時広 

 

 

 

 

（１）件名 

   乾式電子複写機複写サービス（単価契約） 

（２）契約対象及び予定数量 

   別紙「複写サービス対象一覧」のとおり（乾式電子複写機13台に係る複写サービ

スの単価契約） 

なお、予定数量は、過去１年間の使用実績に基づく見込み数量であり、契約期間の

複写枚数を保証するものではない。 

（３）単価契約の内容等 

   入札説明書等による。 

（４）契約期間 

   別紙「複写サービス対象一覧」のとおり 

（５）入札方法 

  ア 入札は、愛媛県電子入札システムによる電子入札により行うこと。ただし、愛媛

県電子入札運用基準（製造の請負等編）（以下「運用基準」という。）７(1)又は

(2)の規定により紙入札による参加承諾を受けた者にあっては、紙入札を行うこと

ができる。 

  イ 入札金額は、１枚当たりの単価で行う。単価は、小数第二位までとする。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額を契約金額とし、その代金の支

払いは、契約金額に利用枚数を乗じた金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）に当該金額の10％に相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

により行うこととするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 

 

 

 

 

  知事の審査を受け、令和５～７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資

格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者で

あること。 

（２）適正かつ確実に複写サービスを提供できる体制が整備されていることを証明した者

であること。 

（３）入札担当者が愛媛県電子入札システムの利用者登録を行っている者であること。 

公      告 

１ 入札に付する事項 

２ 入札に参加する者に必要な資格 



（４）４の（３）に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間に、知事が行う入

札参加資格停止の期間中にない者であること。 

（５）愛媛県内に事業所を有し、保守体制が完備され、連絡後おおむね１時間で保守職員

を派遣できること。 

 

 

（ 

 

 

（１）入札書の受領期間 

   令和６年２月20日(火)の午前９時から同月21日(水)午前９時59分まで 

（２）入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

   愛媛県出納局会計課用品調達係 

   〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

   電話（089）912-2156 

（３）開札の日時及び場所 

日時：令和６年２月21日(水)午前10時00分 

場所：愛媛県庁本館１階会議室（都合により変更する場合あり。） 

 

 

 

 

 

（１）入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金 

   愛媛県会計規則（昭和45年愛媛県規則第18号）第135条から第137条までの規定

による。 

（３）入札者に要求される事項 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した物品を納入できること

を証明する書類等を、入札説明書等に基づき次の期限までに提出しなければならな

い。 

   なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなけれ

ばならない。 

提出期限：令和６年２月13日（火）午後５時00分 

（４）入札の無効 

   ２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行

しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 

（５）契約書作成の要否 

   要 

（６）契約保証金 

   愛媛県会計規則（昭和45年愛媛県規則第18号）第152条から第154条までの規定

による。 

（７）落札者の決定方法 

３ 入札書の提出場所等 

４ その他 



この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計

規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。 

（８）その他 

  ア 入札書の提出方法 

    電子入札システムにより入札金額及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出する

こと。 

    運用基準７（１）又は（２）の規定により紙入札による入札が承諾された者は、

入札書を直接提出すること。 

  イ 詳細は、入札説明書による。 

 



【更新】１３台　　（契約期間：36か月）　

始期 終期 １ヶ月複写枚数 Ａ４横スピード

消防防災安全課（防災航空事務所） R6.4.1 R9.3.31 452枚／月

452枚／月

広報広聴課（本館3F） R6.4.1 R9.3.31 19,616枚／月

医療保険課（第１別館5F） R6.11.1 R9.10.31 14,317枚／月

健康増進課（難病医療事務センター） R6.6.1 R9.5.31 14,023枚／月

農政課（第１別館7F） R6.9.1 R9.8.31 19,632枚／月

67,588枚／月

16,897枚／月

総合政策課（本館2F） R6.4.1 R9.3.31 27,295枚／月

観光国際課（NTTビル中２F） R6.12.1 R9.11.30 26,546枚／月

産業政策課（NTT2棟ビル3F） R6.4.1 R9.3.31 21,537枚／月

農政課（第１別館8F） R6.9.1 R9.8.31 25,589枚／月

農政課（第１別館8F） R6.10.1 R9.9.30 25,589枚／月

農政課（第１別館9F） R6.9.1 R9.8.31 20,374枚／月

146,930枚／月

24,488枚／月

行革分権課（第１別館6F) R6.4.1 R9.3.31 36,293枚／月

36,293枚／月

教育総務課（第１別館11F） R6.4.1 R9.3.31 55,214枚／月

55,214枚／月

306,477枚／月

11,033,172枚

40枚／分機

60枚／分機

複写サービス対象一覧

設　置　場　所
設置期間

複写見込枚数
複写機選定区分

１千枚まで 15枚／分機

50枚／分機

②予定数量
（①×36か月）

※１　複写見込枚数は、過去の使用実績から算出した数値であり、契約期間の複写枚数を保証するもの
　　ではない。
　２　課内又は専用のコピー室に２台以上の複写機を設置している課（総合政策課、産業政策課、農政
　　課、教育総務課）については、そのフロアーの全複写機（今回更新しない複写機も含む）の平均値を
　　もって、更新機の複写見込枚数としている。
　３　更新に当たりOCRスキャニング機能を追加している。

５万枚～ 70枚／分機

１台平均

①合計複写
見込枚数

６台合計

６台平均

３万枚～５万枚

１台

４台合計

４台平均

１万枚～２万枚

１台

２万枚～３万枚


